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※原稿は、質問した議員の責任において作成したものです。

問答

一　般　質　問

地
域
住
民
の
生
活
に
密
着
し
た

　
　
　
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
実
現
を
！！

一　般　質　問
職
員
の
人
材
育
成
及
び

窓
口
サ
ー
ビ
ス
つ
い
て
　

　
　
職
員
の
人
材
育
成
を
更

に
効
果
的
に
推
進
す
る
方
針
、

役
割
及
び
住
民
が
満
足
す
る

よ
り
良
い
窓
口
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
を
問
う
。

　
　
職
員
自
身
の
意
欲
に
よ

り
、
自
己
啓
発
を
基
本
方
針

と
位
置
付
け
て
い
る
。

　
組
織
の
役
割
と
し
て
、
外

部
研
修
や
職
場
内
研
修
（
接

遇
な
ど
）
を
実
施
し
て
い

る
。

　
今
後
も
、
職
員
個
々
の
能

力
が
最
大
限
に
発
揮
さ
れ
る

組
織
づ
く
り
に
努
め
る
。

能
勢
の
郷
の
利
活
用
に

つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

　
　
昨
年
、
大
阪
府
か
ら
購

入
し
た
能
勢
の
郷
の
現
況
と

今
後
の
利
活
用
を
問
う
。

 

　
　
隣
接
し
て
い
る
住
宅
地

に
沿
っ
て
高
木
の
伐
採
、
草

刈
り
や
バ
リ
ケ
ー
ド
の
設
置

な
ど
安
全
面
の
確
保
及
び
景

観
保
全
を
意
識
し
た
管
理
に

努
め
て
い
る
。

　
今
後
の
利
活
用
に
つ
い
て

は
、
地
元
や
観
光
協
会
な
ど

と
も
協
議
の
上
、
地
域
と
施

設
の
実
情
に
適
し
た
運
営
方

法
を
検
証
す
る
。

「
広
報
の
せ
」
の
発
行
に

つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　
紙
面
を
読
み
や
す
く
、

興
味
を
持
ち
や
す
い
内
容
に

す
る
な
ど
、
掲
載
に
対
す
る

住
民
か
ら
の
要
望
を
聞
い
て

い
る
。
　
　

　
全
住
民
に
届
け
る
広
報
紙

に
つ
い
て
、
今
後
の
あ
り
方

を
問
う
。

　
　
本
年
４
月
か
ら
、
広
報

紙
を
活
用
し
た
町
内
事
業
所

の
PR
を
加
え
る
な
ど
、
積
極

的
・
多
角
的
な
情
報
を
発
信

す
る
。

　
今
後
も
住
民
の
皆
さ
ま
に

と
っ
て
読
み
や
す
く
、
分
か

り
や
す
い
広
報
紙
の
発
行
に

努
め
る
。

農
業
公
社
の
設
立

　
　
町
長
の
公
約
で
あ
る
農

業
公
社
設
立
に
つ
い
て

　
　
必
ず
し
も
農
業
公
社
の

設
立
を
目
的
と
し
た
も
の
で

は
な
い
が
、
ま
ず
は
集
落
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
守
る
た
め

の
多
面
的
機
能
の
活
用
を
は

じ
め
、
地
域
集
落
で
解
決
す

る
た
め
の
サ
ポ
ー
ト
や
土
地

改
良
区
が
実
施
す
る
円
滑
化

事
業
等
に
よ
り
、
農
地
の
集

積
を
進
め
、
経
営
規
模
の
拡

大
を
支
援
す
る
。
併
せ
て
、

公
社
も
し
く
は
公
の
団
体
が

受
け
皿
と
な
る
組
織
の
整
備

が
必
要
と
考
え
て
い
る
。

獣
害
対
策

　
　
今
後
の
獣
害
対
策
に
つ

い
て

　
　
今
後
新
た
に
鳥
獣
被
害

特
別
対
策
措
置
法
に
基
づ
く

緊
急
捕
獲
事
業
へ
の
取
り
組

み
を
計
画
し
て
い
る
。
昨
年

度
よ
り
実
施
の
緩
衝
帯
整
備

事
業
に
つ
い
て
は
、
一
定
の

防
護
効
果
が
あ
る
と
考
え
、

山
林
所
有
者
と
周
辺
農
地
所

有
者
の
ご
理
解
・
ご
協
力
を

得
な
が
ら
進
め
た
い
。

　
現
時
点
で
は
有
害
鳥
獣
捕

獲
事
業
に
伴
う
ジ
ビ
エ
等
に

つ
い
て
は
有
効
活
用
を
行
う

考
え
は
な
い
。
し
か
し
捕
獲

個
体
の
処
理
は
捕
獲
従
事
者

の
最
大
の
懸
案
で
あ
り
、
関

係
機
関
と
連
携
を
図
り
、
最

終
処
理
の
あ
り
方
に
つ
い
て

引
き
続
き
検
討
す
る
。

森
林
整
備
事
業

　
　
今
後
の
里
山
・
森
林
整

備
に
つ
い
て

　
　
ク
リ
の
立
ち
枯
れ
調
査

に
つ
い
て
は
、
昨
年
度
よ
り

独
立
行
政
法
人
大
阪
府
環
境

農
林
水
産
総
合
研
究
所
に
よ

り
、
町
内
４
カ
所
か
ら
５
カ

所
の
被
害
園
地
で
継
続
的
に

調
査
が
実
施
さ
れ
、
特
定
の

園
地
、
数
カ
所
に
お
い
て
「
黒

根
立
枯
病
」
で
あ
る
可
能
性

が
示
さ
れ
た
。

　
今
後
は
効
果
的
な
防
除
の

手
法
等
の
専
門
知
識
を
有
す

る
関
係
機
関
と
連
携
し
て
対

処
し
て
い
き
た
い
。

　
町
が
実
施
す
る
森
林
整
備

支
援
と
し
て
、
平
成
２６
年
度

か
ら
平
成
２８
年
度
に
合
わ
せ

て
、
搬
出
間
伐
、
切
り
捨
て

間
伐
、
約
２
２
７
ha
、
路
網

整
備
、
約
１
９
７
０
m
の
整

備
を
実
施
し
て
き
た
。
今
後

も
人
工
林
に
お
い
て
は
森
林

所
有
者
の
理
解
を
得
な
が
ら
、

林
野
庁
所
管
事
業
の
活
用
に

よ
り
整
備
を
進
め
て
い
き
た

い
。

　
　
　

一
、
農
業
公
社
の
設
立

二
、
獣
害
対
策

三
、
森
林
整
備
事
業

水
路
側
溝


